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地区計画の取組事例 

 

 

  

事例 地域 取組概要 

1 御堂筋本町北・南地区（大阪市） 
行政策定のガイドラインへの整合による，地区整備計画

における用途や容積率の緩和 

2 大阪駅北地区地区（大阪市） 
エリマネ組織が策定したガイドラインに基づく審査に

よる，地区整備計画における屋外広告物規制の緩和 

3 札幌駅前通北街区（札幌市） 

地権者と行政との間でまちづくり像を共有したことに

よる，地区整備計画における地域への貢献内容に合わせ

た容積率緩和の細やかな設定 

4 武蔵小山駅東地区（東京都） 
条例に基づき指定された地区にて定められた容積率の

緩和に関する規定と地区整備計画への反映 

5 研究教育施設第七地区（つくば市） 
建築審査会の意見に基づく市長の判断による建築物の

用途制限の緩和 

6 平和大通り地区（広島市） 
都心の活性化やにぎわいの創出に資する用途に対する

市長の認定による容積率の緩和 

別紙２ 
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事例１  御堂筋本町北・南地区（大阪市） 

 

策定地区 御堂筋本町北地区，南地区（大阪市） 

策定時期 2001 年～（2007 年変更） 

特徴 
大阪市が策定した「御堂筋デザインガイドライン」が目指す方向性に適合する建築

物については，地区整備計画における用途や容積率を緩和している。 

地区計画で定

められている

特徴的な事項 

●地区整備計画で定める事項（一例） 

（１） 建築物の用途の制限 

① 御堂筋に面する 1 階部分の用途（両地区共通） 

（前略）ただし，次に掲げるものは建築できる。 

ⅰ）上質なにぎわい（御堂筋本町北地区）／高級なにぎわい（御堂筋本町南地区）

や交流の用に供するものとして市長が認めるもの ※⇒「用途認定」が必要 

 

（２） 容積率の最高限度 

適用条件に該当し，かつ，上質なにぎわいと風格あるビジネスゾーンの形成

（御堂筋本町北地区）／落ち着きと高級感のある複合市街地の形成（御堂筋本

町南地区）に寄与するものとして市長が認めるときは，別途定める基準※によ

る数値を加えることができる。（加算できる数値は，敷地面積に応じて限度あ

り。）⇒「容積認定」が必要 

 

※用途認定取扱要綱実施基準，容積認定取扱要綱実施基準，には以下の通り定められ

ている。 

 

 

用
途
認
定
取
扱
要
綱
実
施
基
準 

（北地区） 
用途認定の条件 

御堂筋デザインガイドラインに定める事項に沿って，上
質なにぎわいや交流の用に供するものであると市長が
認め，デザイン協議成立書が取り交わされた建築物及び
その敷地であること。 

（南地区） 
用途認定の条件 

御堂筋デザインガイドラインに定める事項に沿って，高
級なにぎわいや交流の用に供するものであると市長が
認め，デザイン協議成立書が取り交わされた建築物及び
その敷地であること。 

容
積
認
定
取
扱
要
綱
実
施
基
準 

（北地区） 
上質なにぎわいと風格
あるビジネスゾーンの
形成に寄与する建築物
及びその敷地 
 

御堂筋デザインガイドライン等に定める事項に沿った
計画であると市長が認め，御堂筋デザイン誘導等に関す
る要綱に基づくデザイン協議成立書が取り交わされた
建築物及びその敷地又は景観計画区域内における行為
の届出書が受理された建築物及びその敷地 

（南地区） 
落ち着きと高級感のあ
る複合市街地の形成に
寄与する建築物及びそ
の敷地 

御堂筋デザインガイドライン等に定める事項に沿った
計画であると市長が認め，デザイン協議成立書が取り交
わされた建築物及びその敷地又は景観計画区域内にお
ける行為の届出書が受理された建築物及びその敷地 
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地区計画に 

関連する 

計画等 

ルール 

●御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する要綱，御堂筋デザインガイドライン

（2014 年・大阪市） 

【概要】 

 ガイドライン策定の目的は「まちの将来像とまちなみ創造の作法の共有と協議型ま

ちなみ創造の実践」。 

御堂筋沿道に建築物を建築等する事業者との事前協議や合意事項の遵守等を規定。 

また，デザインガイドラインにて，外観意匠や低層部にふさわしい用途等，まちな

み形成のために協議の際に検討すべき事項を規定。 

まちなみルール例 

出典：御堂筋デザインガイドライン（御堂筋本町北地区・御堂筋本町南地区） 

提言 

●御堂筋スタイル創生（2002 年・御堂筋まちづくりネットワーク） 

【概要】 

御堂筋が抱える問題に対して，背景となる歴史や周辺状況，ビジネス界のトレンド，

そして沿道企業の思いなど，幅広く議論を重ね，御堂筋沿道街区の将来像を提言。 

 

●御堂筋の新しい規制のあり方（2002 年・御堂筋まちづくりネットワーク） 

【概要】 

質と量の両面から御堂筋にふさわしい建築ストックの形成のため，高層部のセット

バックにより，高さ制限を緩和すること等を提言。 
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計画等のルールと主体の関係 

 

出典：都心景観の再構築に向けたルールづくりとその運用（財団法人ハイライフ研究所） 

地区計画等に

関わる 

組織 

●御堂筋まちづくりネットワーク（2001 年～） 

【概要】 

沿道法人等が協調し，地元の視点から御堂筋の課題と改善策を検討し，活性化に向

けて行動行政，経済団体，まちづくり組織などで構成する「新しい時代の御堂筋」協

議会のメンバーにもなっている。 

【組織構成】 

御堂筋沿道街区（土佐堀通り～博労町通り間）に不動産を所有するもの等 

資料 

・大阪市都市計画局資料 

・御堂筋における高さ制限の変遷 

・都心景観の再構築に向けたルールづくりとその運用 

・御堂筋まちづくりネットワーク HP 
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事例２  大阪駅北地区（大阪市） 

 

策定地区 大阪駅北地区地区（大阪市） 

策定時期 2006 年 

特徴 

（一社）グランフロント大阪ＴＭＯが定める景観ガイドラインに含まれる広告媒体

等審査基準に基づき，ＴＭＯが広告媒体掲出の審査を行うことで，地区整備計画にお

いて禁止されている屋外広告の掲示が可能となっている。 

地区計画で

定められて

いる特徴的

な事項 

●地区整備計画で定める事項 

（４）建築物その他の工作物の形態又は意匠の制限等 

建築物及び敷地内に屋外広告物を設置又は掲示してはならない。ただし，自己

の社名，店名，商標又は建築物の名称表示等にかかるもので，都市景観を十分配

慮したものは，この限りでない。 

※ＴＭＯの審査を経たものについては，当該ただし書を適用し，掲示可能としている。 

地区計画区

域内の他の

ルール等 

ルール 

●街並み景観ガイドライン（2013 年，（一社）グランフロント大阪 TMO） 

【概要】 

都市景観形成，機動的な事業運営，エリマネ活動の促進を持続的にスパイラルアッ

プさせることをガイドライン策定の意義とし，「街並み景観」の定義や対象範囲を設

定したうえで，整備計画や街並み景観，景観配慮事項を定めており，広告媒体等に関

する審査基準も設けられている。 

 

●グランフロント大阪ＴＭＯ エリアマネジメント広告媒体等審査基準 

【概要】 

グランフロント大阪において，ＴＭＯ法人が街の広告媒体等の適切な運用・管理を

行うため，広告媒体等審査基準を設け，ＴＭＯが管轄する広告媒体掲出の審査を行う。 

地区計画区域内の行為の届出が必要な媒体については，大阪市都市計画局への手続

きが必要であり，大阪市では地区計画の運用の中で，ガイドラインに基づく自主審査

を行った掲示物については，「都市景観を十分に配慮している」としている。 

審査に関係する主体 

 
出典：グランフロント大阪 街並み景観ガイドライン 

広告主、広告代理店

（社）グランフロント大阪TMO

ガイドラインに基づく自主審査

グランフロント大阪

街並み景観ガイドライン
運営委員会

必要に応じて掲出
の内容、デザイン
の調整・指示 確認・定期報告

指導・調整指示

➍

➊ 掲出申出

➌ 必要な諸手続き・届出

➋

※１）TMOが管轄する媒体に関し、掲出の事前報告が必要です。
※２）地区計画区域内の行為の届出が必要な媒体について手続きが必要です。

※３）大阪市屋外広告物条例対象となる媒体の必要な届出の手続きが必要です。
※４）歩道上の広告媒体は、市屋外広告物条例に基づく「地域における好悪教的

な取組費用に充当する広告物」として位置づけられ、それに必要な手続きが必

要です。

大阪市建設局
（屋外広告物）

※３※４

大阪市
都市計画局
（都市計画）

※２

大阪市
都市計画局
（都市景観）

※１

媒体掲出
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地区計画等

に関わる 

組織 

●（一社）グランフロント大阪 TMO（2012 年～） 

【概要】 

2012 年に，都市空間の適切な維持・管理や持続的なまちの運営に向けて，開発事

業者がタウンマネジメント組織「一般社団法人グランフロント大阪 TMO」を設立。

2014 年より大阪市より都市再生法人に指定されている。 

資料 

・大阪駅北地区地区計画 

・グランフロント大阪 HP 

・グランフロント大阪 街並み景観ガイドライン 
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事例３  札幌駅前通北街区（札幌市） 

 

策定地区 札幌駅前通北街区（札幌市） 

策定時期 2008 年 

特徴 

札幌駅前通沿道地権者からの都市計画提案により決定しており，その過程におい

て，沿道地権者と行政との間で目指すべきまちづくり像を共有しつつ検討を進めたこ

とから，貢献内容に合わせた細かな数値的基準が設定されている。 

また，高度利用型と街並み誘導型の地区計画を組み合わせて定めることで，建築物

の形態を一体的に誘導し，併せて合理的かつ健全な高度利用を図るため容積率を緩和

している。 

地区計画で

定められて

いる特徴的

な事項 

●地区整備計画で定める事項（一例） 

建築物の容積率の最高限度 

次の各号のいずれかに該当し，かつ，札幌駅前通の魅力ある都心空間の形成に寄

与すると市長が認めた建築物の容積率の最高限度は，当該各号に定める数値の合計

を前項に掲げる数値に加えた数値とする。ただし，加える数値の合計は，次表左欄

の区分に応じて，それぞれ右欄に掲げる数値を限度として適用するものとする。 

区分 
建築物の容積率の最高限度に加える数
値の限度 

建築物の敷地面積が２００㎡以下の場合 １０分の１０ 

建築物の敷地面積が２００㎡を超え，かつ，
３００㎡以下の場合 

１０分の２０ 

建築物の敷地面積が３００㎡を超える場合 １０分の２５ 

 

(1) 次のすべてに該当する建築物にあっては１０分の１０，ア及びウに該当する建

築物にあっては１０分の５ 

ア 建築物の１階で，都市計画道路「札幌駅前通」に面する部分の主たる用途を

別表１に掲げる用途に供するもの，又は当該道路に面する部分の構造及び意

匠が通りのにぎわいの演出に配慮されている別表２に掲げる用途に供する

もの 

（後略） 

地区計画等

に関わる 

組織 

●札幌駅前通協議会（2005 年～） 

【概要】 

札幌駅前通地下歩行空間などの駅前通地区の整備に合わせ，地域の課題解決に取り

組むために設立。同組織の提案に基づく地区計画が決定されている。 

 

●札幌駅前通まちづくり株式会社（2010 年～） 

【概要】 

札幌駅前通に関係のある企業 17 社・団体により設立された。「札幌駅前通地下広

場（チ・カ・ホ）」や「札幌市北３条広場（アカプラ）」の指定管理業務，地下歩行空

間の壁面を活用した広告事業によって創出したまちづくり財源を，札幌駅前通地区の

地上や地下に賑わいをつくりだす活動などに充て，地域に還元している。 
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資料 

・札幌駅前通まちづくり株式会社 HP 

・札幌駅前通北街区地区計画 

・国土交通省資料 
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事例４  武蔵小山駅東地区（東京都） 

 

策定地区 武蔵小山駅東地区（東京都） 

策定時期 2004 年 

特徴 

地域におけるまちづくりの独自のガイドラインとなる「街並み再生方針」を定める

ことにより，都内一律の要件ではなく，地区のまちづくりの課題解決に寄与する取組

を評価対象とした貢献内容にふさわしい規制緩和を行っている。 

地区計画の

上位制度 

●街並み再生制度（2004 年（2012 年変更），東京都） 

【概要】 

「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づく制度。密集市街地などまちづく

りの様々な課題を抱える地域において，細分化された敷地の統合や細街路の付替えな

どを行いながら，共同建替え等のまちづくりを進めることにより，魅力ある街並みの

実現を図るための制度。 

対象地域を「街並み再生地区」に指定し，地域におけるまちづくりの独自のガイド

ラインとなる「街並み再生方針」を定め，都市計画に基づく規制緩和を活用しながら，

合意形成の整った地区から段階的に整備していく。 

各種の上位計画と整合を図

りつつ，当該制度により，地域

独自のまちづくりのルールを

「街並み再生方針」として定

め，地域貢献と規制緩和の関係

等を事前に明示。合意形成の整

った地区から都市計画（再開発

等促進区を定める地区計画）と

して具体化（「街並み再生方針」

が独自の基準となる）。 

地区計画で

定められて

いる特徴的

な事項 

●地区整備計画で定める事項（一例） 

街並み再生方針では，公共施設・その他公益的施設の整備，敷地面積の最低限度

等を再開発等促進区を定める地区計画に定める場合は，計画容積率の上限を表の通

りと定めており，地区計画においては，以下の容積率が基本となっている。 

武蔵小山駅東地区の街並み再生方針における容積率の割増 

 

出典：武蔵小山駅東地区街並み再生方針 

 

 

500㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上
2,000㎡未満

2,000㎡以上

600% 650% 450% 500% 550% 550%

敷地面積

敷地統合促進区域（H街区）

大規模敷地統合
促進区域B

大規模敷地統合
促進区域A

その他の区域

大規模敷地統合促進区域



10 
 

また，次の項目等を地区計画に定める場合は，下記の数字を容積率の最高限度に

加算することができる。（上限あり） 

・新たな広場状空地の整備 ＋30％    ・屋上広場の整備 +10％ 

・歩行者デッキの整備 +30％      ・電線類の地中化 +10％ 

・公共駐車場の整備 +30％                 等 

（いずれも規模要件等あり） 

資料 

・品川区 HP 

・東京都 HP 

・武蔵小山駅東地区街並み再生方針 

・武蔵小山駅東地区地区計画 

・国土交通省資料 
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事例５  研究教育施設第七地区地区計画（つくば市） 

 

策定地区 研究教育施設第七地区地区計画（つくば市） 

策定時期 1996 年（2018 年変更） 

特徴 
建築審査会の意見に基づいて市長が判断することにより，建築物の用途の制限を緩

和している。 

地区計画で

定められて

いる特徴的

な事項 

●地区整備計画で定める事項（一例） 

建築物等の用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は，建築してはならない。 

（１） 試験・研究及び教育の用に供する施設である建築物。 

（２） 試験・研究及び教育の用に供する施設を支援する建築物で，市長がつく

ば市建築審査会の意見を聴いて認めたもの（つくば市建築審査会の意見

聴取については，新築及び建築物の用途を変更する場合に限る）。 

（後略） 

資料 ・研究教育施設第七地区地区計画 
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事例６  平和大通り地区地区計画（広島市） 

 

策定地区 平和大通り地区地区計画（広島市） 

策定時期 1996 年（2018 年変更） 

特徴 
都心の活性化やにぎわいの創出に資する用途に対して，市長が認めることにより，

容積率を緩和している。 

地区計画で

定められて

いる特徴的

な事項 

●地区整備計画で定める事項（一例） 

建築物の容積率の最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度は，用途地域に関する都市計画により定められた

容積率（以下「指定容積率」という。）と同じ数値とする。ただし， 次項に

該当する建築物については，この限りでない。  

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物の容積率の最高限度は，当該各号に定

める数値を指定容積率に加えた数値とする。  

（1）次のすべてに該当する建築物 １０分の２０  

ア 敷地面積が５００平方メートル以上のもの  

イ 別表※に定める用途に供する部分の床面積の合計が，延べ面積の合計 の

３分の２以上であり，かつ，１階における同用途に供する部分の床 面

積の合計が１階の床面積の合計の３分の２以上であるもの 

※ 別表には「その他市長が都心の活性化やにぎわいの創出に資すると認めるもの」

という項目が示されており，広島市高度利用地区計画に関する取扱基準におい

て以下の用途が規定されている。 
・大学又は高等専門学校，専修学校，各種学校 
・図書館，美術館 
・助産所 
・ボーリング場，スケート場，水泳場，ゴルフ練習場又はバッティング練習場 
・体育館又はスポーツの練習場 
・カラオケボックス 
・映画スタジオ又はテレビスタジオ 
・観覧場，公会堂 

   なお，これら以外の用途についても，都心の活性化やにぎわいの創出に資する
と認められる場合があり，この場合は事前相談によりその可否を判断すること
となっている。 

資料 
・平和大通り地区地区計画 

・広島市高度利用地区計画に関する取扱基準 

 


